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時

7命

米
国
移
民
法
白
攻
正
に
就
て

第
三
十
一
巻

八
六

第
一
放

八
大

場

論

米

園

移

民

法

の

改

正

に

就

て

末

虞

重

古住

ー

千
九
百
二
十
四
年
の
移
民
法
を
以
て
、

米
国
が
我
が
闘
に
重
大
な
る
侮
辱
を
加
へ
て
以
来
.

日
本
人
の
劃
氷

戚
情
は
大
に
悪
化
す
る
や
う
に
な
っ
た
。
此
の
日
米
国
交
の
上
に
投
壱
ら
れ
た
暗
影
を
観
て
、
近
年
米
国
に
於

τ、

移
民
法
に
改
正
を
加
へ
て
、
日
本
人
に
一
公
正
な
る
待
遇
を
奥
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
ざ
い
ふ
意
見
が
現
は
れ
る
や
う
に
な

り
、
従
来
排
日
の
色
彩
頗
る
濃
厚
E
ゐ
っ
た
新
聞
の
中
に
も
、
之
に
賛
成
す
る
者
が
ゐ
る
や
う
に
な
っ
た
。

封
目
指
度
の
盤
化
は
最
近
新
な
る
展
開
を
示
す
咽
』
さ
ず
」
な
っ
た
。
米
国
下
院
移
民
委
員
長
ア
Y
バ

1
ト
・
ジ
ヨ

ン
ソ
ン
氏
は
、
去
る
五
月
二
十
三
日
一
の
ス
ア

1
ト
メ
ン
ト
を
援
し
、
遠
か
ら
守
移
民
法
改
正
案
を
下
院
に
提
出

し
て
、
移
民
ざ
し
て
の
入
国
に
閲
し
て
、

日
本
人
を
蹴
洲
移
民
さ
卒
等
の
基
礎
の
上
に
置
か
ん
ざ
す
る
意
思
の

ゐ
る
こ
ご
M
E
韓
明
し
た
。
氏
が
新
聞
記
者
に
語
っ
た
さ
こ
ん
仁
よ
れ
ば
、
氏
が
一
度
右
の
意
見
を
後
表
す
る
や
、



讃
調
さ
援
助
さ
の
申
出
が
頗
る
多
く
、
反
劃
す
る
者
は
極
め
て
僅
少
で
あ
っ
て
、
米
国
政
府
も
改
正
案
の
成
立
を

希
望
し
て
ゐ
る
さ
う
で
あ
る
。

右
の
報
道
に
接
し
た
我
が
園
の
言
論
界
に
於
て
は
、
之
を
以
て
日
米
国
交
上
に
於
げ
る
一
大
幅
昔
で
あ
る
さ
か
、

日
米
雨
国
民
間
の
融
和
を
質
現
す
る
貴
重
な
る
致
果
を
驚
ら
す
も
の
で
あ
る
三
か
云
ひ
、
極
め
て
良
好
な
る
反
響

が
め
っ
た
。
然
ら
ば
、
千
九
百
二
十
四
年
の
移
民
法
ざ
は
如
何
な
る
も
の
で
、
改
正
は
其
の
如
何
な
る
貼
じ
加
へ

ら
れ
ん
ざ
す
る
の
で
あ
ら
う
か
。
之
を
説
明
す
る
じ
先
っ
て
、
米
国
の
封
欧
洲
移
民
政
策
並
移
民
ざ
し
て
の
日
本

人
排
斥
の
過
去
現
在
じ
就
い
て
、
其
の
概
要
ぞ
地
〈
る
で
あ
ら
う
c

米
国
に
於
て
、
欧
洲
よ
り
渡
来
す
る
移
民
の
入
幽
制
限
の
必
要
の
ゐ
る
こ
さ
は
、
建
国
後
間
も
な
く
ダ
エ
ア
ア

ソ
シ
等
の
唱
へ
た
さ
こ
ろ
で
あ
っ
犯
が
、
前
世
紀
の
中
葉
頃
よ
り
、
渡
来
す
る
者
が
年
を
迫
ふ
て
増
加
し
、
前
世

紀
末
に
至
っ
て
愈
多
く
、
千
八
百
二
十
年
代
に
一
箇
年
一
二
高
人
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
が
、
千
八
百
五
十
四
年
に

は
約
四
十
三
高
入
、
千
八
百
八
十
二
年
に
は
夏
じ
上
っ
て
七
十
九
高
ご
り
、
今
世
紀
の
始
、
郎
も
千
九
百
五
年
に

は
百
高
人
を
突
破
し
、
千
九
百
七
年
に
は
、
買
に
一
箇
年
百
二
十
入
高
五
千
人
ざ
い
ふ
最
高
記
録
を
一
不
す
に
及
ん

で
、
移
民
制
限
を
要
求
す
る
聾
が
非
常
に
高
く
な
っ
花
。

移
民
の
激
増
さ
ご
も
に
見
逃
す
ぺ
か
ら
ぎ
る
ニ
さ
は
、
千
人
百
九
十
年
頃
よ
り
、
英
国
濁
逸
和
蘭
ス
カ
シ
ヂ
ナ

時

f晶

米
国
移
民
法
白
改
正
に
就
て

第
三
十
一
巻

八
七

第

披

八

七



時

5布

米
国
移
民
法
白
改
正
に
就
て

第
三
十
一
巻

第
一
胸
部

八
八

A 
A 

グ
イ
ア
諸
国
等
の
西
欧
洲
及
北
欧
洲
よ
り
の
優
等
移
民
、
謂
ゆ
る
奮
移
民
が
漸
衣
減
少
し
て
、
伊
太
利
填
地
利
洪

牙
刺
希
臓
土
耳
古
バ
U
F

カ
ン
諸
国
露
西
亜
等
の
南
欧
洲
及
東
欧
洲
よ
り
の
劣
等
移
民
、
謂
ゆ
る
新
移
民
が
年
を
遁

ふ
て
増
加
し
た
ニ
さ
で
あ
っ
て
、
千
八
百
九
十
年
よ
h

世
界
戟
守
の
勃
愛
し
た
千
九
百
十
四
年
ま
で
の
入
園
移
民

数
は
奮
移
民
約
四
百
五
十
五
高
人
に
劃
し
て
、
新
移
民
は
約
千
百
二
十
五
高
人
的
多
数
に
上
つ
穴
。
左
に
千
八
百

七
十
一
年
以
後
各
十
年
間
に
於
け
る
、
信
新
二
揮
の
欧
洲
移
民
の
割
合
を
一
不
さ
う
。

一
へ
七
一
ー
ー
一
ヘ
ヘ
コ

J

d

』

哩

ノ

ノ

(

一
八
八
一
|
一
八
九

O

一
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九
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l
一
九
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一
九
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一
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一
九
一
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一
!
一
九
二

C

一
九
二
一

l
一
九

奮
移
民

新
移
民

奮
移
民

新
移
民

奮
移
民

新
移
民

嘗
移
民

新
移
民

新奮新奮
移移移移
民民民民

九
一
、
六

八
、
四

八

0
1
ニ

一
丸
、
八

四
八
、
四

五一、六

一一一一一、一一一

七
六
、
七

二二、七

七七、=一

三
六
、
八

六一一一、二

今
日
の
米
闘
を
建
設
し
た
奮
移
民
さ
は
異
な
り
、

新
移
民
は
渡
り
鳥
式
で
、
米
国
に
永
住
す
る
畳
悟
で
渡
来
す

る
者
が
少
な
〈
、
且
其
の
素
質
は
劣
悪
、
安
い
勢
銀
低
い
生
活
標
準
を
以
℃
満
足
す
る
者
で
あ
る
か
ら
、
年
々
多

載
の
者
が
入
国
す
る
ニ
さ
は
、
米
国
勢
働
者
の
勢
銀
さ
実
の
生
活
標
準
さ
の
向
上
に
頗
る
不
利
な
る
影
響
を
及
ぼ

す
で
あ
ら
う
。
政
治
的
に
観
察
し
て
も
同
様
で
あ
っ
て
、
彼
等
の
聞
に
、
民
主
々
義
ご
か
共
和
政
治
ぜ
か
の
何
た



る
か
を
理
解
し
得
る
者
は
甚
だ
稀
で
ゐ
る
。
斯
か
る
劣
等
移
民
を
無
制
限
に
入
国
せ
し
な
る
泣
き
は
、
彼
等
を
米

固
に
同
化
す
る
こ
さ
が
困
難
ご
な
っ
て
、
其
の
政
治
上
に
由
々
し
き
結
果
を
生
や
る
で
あ
ら
う
。
従
っ
て
、
敵
洲

移
民
を
米
固
化
し
て
、
米
国
人
ざ
い
ふ
揮
然
た
る
一
困
民
を
作
る
に
は
、
移
民
を
入
国
の
際
最
重
に
選
揮
し
て
、

望
ま
し
か
ら
ね
移
民
は
ド
シ
/
¥
排
斥
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
乞
い
ふ
こ
さ
ざ
な
っ
た
。
千
九
百
十
七
年
五
月
の
移
民
法

の
規
定
す
る
教
育
試
験
印
ち
請
み
方
試
験
は
、
此
の
目
的
の
潟
に
採
用
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

世
界
戦
争
後
、
欧
洲
諸
国
の
疲
酔
図
鑑
甚
し
く
、
業
の
経
済
復
興
は
容
易
の
業
で
な
か
っ
た
か
ら
、
米
国
移
住

を
希
望
す
る
者
が
激
増
「
る
虞
が
あ
っ
た
。

J

ピ
ご
ろ
が
、
米
闘
に
於
て
む
、
欧
洲
に
於
げ
る
戦
後
の
不
景
山
識
の
膨

蜘
管
を
受
げ
て
経
梼
界
が
不
振
で
あ
り
、
到
底
多
数
の
移
民
を
牧
容
す
る
カ
が
な
か
っ
た
か
ら
、
千
九
百
十
七
年
の

移
民
法
以
上
に
移
民
の
入
闘
を
制
限
す
る
こ
さ
を
必
要
ざ
し
て
、
千
九
百
二
十
一
年
五
月
の
移
民
法
を
作
っ
た
。

然
し
、
該
移
民
法
は
全
く
暫
定
的
の
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
か
ら
、
千
九
百
二
十
四
年
五
月
に
至
り
、
之
に
代
る

ヰ
き
移
民
法
を
制
定
公
布
し
、
同
年
七
月
一
日
よ
り
貫
施
し
た
ο

之
が
現
行
移
民
法
で
あ
る
か
ら
、
左
に
其
の
要

領
を
掲
げ
る
。

一ー一

千
九
百
二
十
四
年
の
移
民
法
じ
よ
り
、

一
箇
年
閉
じ
米
国
仁
入
国
し
得
ぺ
き
謂
ゆ
る
歩
合
移
民
主
一
)
の
載
を
、

千
九
百
二
十
一
年
の
移
民
法
以
上
に
制
限
す
る
さ
同
時
に
(
千
九
百
二
十
一
年
の
移
民
法
の
下
に
入
国
し
得
た
歩

時

論

米
国
移
民
法
の
改
正
に
就
て

第
三
十
一
巻

1¥ 
九

第
一
教

]¥ 

:7L 



時

3曲

米
国
移
民
法
白
改
正
に
就
て

第
三
十
一
巻

九
O 

第
一
披

九
O 

合
移
民
敷
は
一
箇
年
約
三
十
五
高
七
千
人
)
、
西
欧
洲
及
北
欧
洲
の
優
等
移
民
を
成
る
ぺ
く
入
国
せ
し
め
ん
ざ
す
る

趣
旨
ド
基
き
‘
南
融
洲
及
東
欧
洲
の
劣
等
移
民
の
移
民
組
敷
に
劃
す
る
割
合
を
大
に
減
少
す
る
こ
さ
注
し
た
。
第

十
一
健
制
に
よ
れ
ば
、
千
九
百
二
十
四
年
七
月
一
日
に
始
ま
り
向
ふ
三
年
間
、
各
国
民
の
年
歩
合
印
ち
入
国
割
営

敷
は
、
南
欧
洲
及
束
欧
洲
移
民
の
未

r甚
r少
な
か
っ
た
千
八
百
九
十
年
の
米
国
々
勢
調
査
仁
於

τ決
定
せ
ら
れ

た
米
岡
本
土
に
居
住
せ
る
営
該
国
籍
を
有
す
る
外
刷
出
生
者
鱒
数
の
百
分
の
二
ざ
し
、
各
国
民
の
最
小
歩
合
を
百

人
ざ
す
ゐ
。
一
例
を
翠
げ
て
一
五
へ
ば
、

r八
百
九
十
年
米
副
本
土
仁
居
住
せ
る
伊
太
利
岡
籍
セ
有
す
る
外
園
出
生
者

が
十
九
高
二
千
二
百
五
十
人
で
あ
る
ざ
す
れ
ば
、
其
の
百
八
?
の
二
に
営
る
三
千
八
百
四
十
五
人
が
、

一
箇
年
聞
に

入
国
し
得
る
伊
太
利
の
歩
合
移
民
載
で
あ
る
。
勃
牙
利
人
希
臓
人
等
の
如
く
、
千
八
百
九
十
年
に
於
げ
る
米
岡
本

士
居
住
者
の
教
の
百
分
の
こ
が
百
人
に
達
せ
ぬ
場
合
に
は
、
最
小
歩
合
た
る
百
人
だ
け
入
闘
を
許
さ
れ
る
の
で
あ

る。
上
掲
規
定
に
よ
れ
ば
、

一
箇
年
の
歩
合
移
民
総
数
は
約
十
六
高
四
千
人
で
あ
っ
て
、
千
九
百
二
十
一
年
の
移
民

法
の
定
む
る
歩
合
移
民
組
教
の
五
割
に
達
せ
今
、
千
九
百
十
四
年
の
蹴
洲
移
民
組
教
の
一
割
強
に
過
ぎ
ね
の
で
あ

る
。
し
か
も
、
西
欧
洲
及
北
欧
洲
の
歩
合
移
民
数
は
、
歩
合
移
民
組
教
の
百
分
の
八
十
七
に
営
る
約
十
四
高
三
千
人

を
占
め
、
南
欧
洲
及
東
欧
洲
の
歩
合
移
民
数
は
、
僅
か
に
約
二
高
一
千
人
ざ
な
っ
た
。
世
界
戦
争
を
境
ざ
し
て
、

業
の
前
後
に
於
げ
る
奮
新
二
種
の
欧
洲
移
民
は
、
全
く
其
の
地
位
を
顛
倒
す
る
こ
さ
ざ
な
っ
た
。



第
十
一
傑
例
仁
よ
れ
ば
、
千
九
百
二
十
九
年
七
月
一
日
以
後
に
於
℃
は
(
註
二
)
.
各
国
民
の
年
歩
合
は
、
千
九
百

二
十
年
米
岡
本
土
に
於
け
る
営
該
国
民
系
の
住
民
数
が
、
同
年
の
米
国
本
土
の
住
民
組
敷
に
劃
し
て
有
す
る
率
さ

同
一
の
率
を
十
五
高
人
に
劃
し
て
有
す
る
敷
ざ
し
、
各
困
民
の
最
小
歩
合
を
百
人
ざ
す
る
。

一
例
を
奉
げ
て
云
へ

ば
、
千
九
百
一
一
十
年
米
岡
本
土
の
住
民
に
し
て
、
縄
逸
国
民
の
血
統
を
有
す
る
者
を
約
一
千
二
百
二
十
高
人
ざ
す
れ

ば
、
此
の
一
千
二
百
二
十
高
を
米
国
本
土
の
住
民
組
数
(
中
央
直
米
利
加
若
は
南
亜
米
利
加
諸
国
よ
り
の
移
民
及
共

白
子
孫
、
米
国
市
民
さ
な
る
こ
さ
を
得
5
る
外
国
人
及
其
の
子
孫
、
奴
隷
移
民
の
子
孫
又
は
米
国
土
人
の
子
孫
を

除
〈
)
約
九
千
三
百
高
で
制
っ
て
得
た
い
崎
市
佐
.
米
幽
が
一
箇
年
間
に
入
国
営
許
す
歩
合
移
民
綿
敢
の
十
五
十
崎
人
じ

乗
中
れ
ば
、
約
二
寓
人
さ
な
る
。
是
い
か
一
箇
年
聞
に
入
国
し
得
る
濁
逸
の
歩
合
移
民
の
教
で
あ
る
。

第
十
一
競
刷
に
よ
り
、
千
九
百
二
十
九
年
七
月
一
日
以
後
一
箇
年
閉
じ
入
国
し
得
る
西
欧
州
及
北
欧
洲
諸
国
の

歩
合
移
民
さ
南
欧
洲
及
東
欧
洲
諸
国
の
歩
合
移
民
さ
の
割
合
は
、
第
十
一
俸
制
じ
よ
る
爾
者
の
割
合
さ
大
差
が
な

し、
。

上
過
す
る
通
‘
り
、
数
十
の
異
民
族
よ
り
成
る
欧
洲
移
民
が
無
制
限
に
入
国
す
る
こ
さ
は
、
米
国
の
政
治
上
一
枇
曾

上
経
済
上
の
脅
威
で
あ
る
か
ら
、
世
界
戦
争
後
、
米
闘
が
移
民
を
大
に
制
限
す
る
や
う
に
な
っ
た
の
は
尤
も
千
寓

の
ニ
ご
で
あ
る
ご
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
、
日
本
人
の
入
国
も
、
験
洲
移
民
同
様
移
民
法
の
適
用
を
受
け
.

入
国
載
を
制
限
せ
ら
る
る
に
止
ま
る
な
ら
ば
、
我
が
園
ざ
し
て
何
等
之
に
反
濁
す
べ
き
理
由
を
有
た
ぬ
。
然
る
さ

時
世
論

米
岡
移
民
法
D
吹
正
に
就
て

第
三
十
一
穆

大ム

第
一
時
現

丸



時

7者

米
同
移
民
法
白
改
正
に
就
て

第
三
十
一
血
管

九

第

競

先ム

こ
ろ
、
第
十
三
僚
に
米
国
市
民
さ
な
る
こ
さ
を
得
ざ
る
外
国
人
に
劃
す
る
入
園
禁
止
規
定
を
設
け
て
(
註
一
号
、
米
国

市
民
ぜ
な
る
こ
さ
を
得
、
戸
る
外
国
人
、
換
言
す
れ
ば
、
臨
化
能
力
を
有
せ
、
ざ
る
外
国
人
を
移
民
法
第
十
一
傍
の
適

用
の
範
圏
外
に
置
き
、
そ
し
て
、

日
本
人
は
米
国
市
民
吉
な
る
こ
ぜ
を
得
ぎ
る
外
国
人
た
る
の
故
を
以
て
、
千
九

百
二
十
四
年
七
月
一
日
以
降
、
僅
少
の
場
合
を
除
く
の
外
入
闘
を
許
可
せ
ぬ
こ
ぜ
て
な
っ
た
。
営
時
我
が
園
論
が

沸
騰
し
、
帝
国
政
府
が
米
国
政
府
に
厳
重
に
抗
議
し
忙
の
は
、

日
本
人
に
人
種
に
因
る
差
別
的
待
遇
を
加
へ
、
我

が
圃
の
正
営
な
る
白
骨
時
心
を
傷
害
し
、
国
際
膿
一
譲
を
無
澗
す
る
f
」
一
五
ふ
こ
さ
に
あ
っ
た
の
で
あ
る

3

ロ劃
F
M

千
丸
百
二
十
四
年
目
移
民
法
第
三
僚
に
よ
れ
ば
米
国
M

貯
の
或
る
地
掛
置
を
都
民
L
米
国
に
肉
ふ
列
同
人
中
よ
町

(
一
)
政
府
の
守
支
並
其
の
家
族
従
者
僕
妹
及
雇
人

(
二
)
一
時
的
に
放
行
者
と
し
て
叉
は
一
時
的
に
用
務
者
は
観
光
の
鴛
に
米
国
に
波
来
す
る
外
蝿
人

(
三
)
纏
損
的
に
米
国
を
通
過
ナ
る
外
国
人

(
凹
)
遁
法
に
米
固
に
入
国
を
許
可
せ
、
b

れ
た
る
後
米
岡
田
一
地
方
よ
り
接
壌
外
国
領
土
を
}
通
過
し
て
他
白
地
方
に
赴
〈
外
国
人

(
五
)
米
国
の
港
に
到
着
す
る
船
舶
に
海
員
と
し
て
従
事
す
る
善
意
白
外
国
人
海
員
に
し
て
単
に
其
の
職
務
の
鴛
一
時
的
に
米
固
に
入
園
せ
ん
と

ナ
る
者

会
ハ
)
現
行
調
商
航
海
傑
約
の
規
定
に
準
捺
'
皐
に
商
業
を
替
む
目
的
を
以
で
米
国
に
入
国
し
得
る
外
国
人

を
除
き
去
ワ
た
も
の
が
移
民
で
あ
ワ
で
そ
し
て
移
民
を
非
歩
合
移
民
と
歩
合
移
民
と
の
二
種
に
分
つ
。
移
民
法
第
四
傑
に
よ
れ
ば
非
歩
合
移
民
な

る
珪
問
は

川
刊
第
九
傑
に
定
む
る
願
書
を
提
出
す
る
嘗
時
米
圃
に
居
住
十
色
市
民
の
十
八
歳
未
満
の
未
婚
白
子
又
は
妻
た
る
移
民

仰
遁
法
に
米
国
に
入
圏
在
許
可
せ
ら
れ
た
る
移
民
に
し
て
一
時
外
国
に
赴
き
た
る
後
蹄
還
ナ
品
者

付
加
奈
陀
・
品
ユ

1

フ
ア
ウ
ン
ト
ラ
ン
ド
、
メ
キ
シ
コ
共
和
閥
、
玖
馬
共
和
国
、
ハ
イ
チ
共
和
国
、
ド
ミ
-
一
力
共
和
国
、
運
河
地
帯
叉
は
中
央

豆
米
利
加
若
は
南
亙
米
利
加
の
宿
立
固
に
生
れ
た
る
移
民
並
一
一
其
の
同
件
久
は
呼
寄
せ
た
る
妻
及
十
八
歳
未
満
白
子

• 



仰
米
国
入
園
出
願
直
前
少
く
と
も
二
年
間
引
傾
き
何
れ
の
宗
滋
た
る
を
問
は
ず
布
教
師
の
職
に
在

p
し
者
又
は
「
カ
レ
ツ
ヂ
」
「
ア
カ
ヂ
ミ

1
」

「
?
、
、
ナ

p
l
」
又
は
「
ュ
=
グ
ア
シ
テ
I
」
教
授
の
職
に
在
り
し
者
に
し
て
草
に
葉
町
職
に
従
事
す
る
目
的
を
以
て
入
園
せ
ん
と
ナ
る
移
民
並
英

の
陶
伴
者
若
は
呼
寄
せ
た
る
妻
及
十
八
歳
未
満
白
子

判
少
〈
と
も
十
五
歳
以
上
の
善
意
の
撃
生
に
し
で
単
に
公
認
せ
ら
れ
た
る
墜
校
「
カ
レ
ツ
ヂ
」
「
ア
カ
デ
ミ
ー
」
「
セ
ミ
ナ

P
I
」
又
は
「
ユ
-
一
ず
ア

シ
テ
1
」
に
於
て
勉
撃
の
矯
入
剛
せ
ん
と
ナ
必
移
民
待
に
右
撃
校
は
本
人
自
b
之
を
指
定
し
努
働
長
官
の
認
可
を
経
た
る
も
の
な
る
こ
主
を
要

ナ
等
を
指
し
(
多
少
攻
Z
L

せ、
b
れ
た
る
貼
あ
る
も
略
寸
)
第
五
傑
に
よ
れ
ば
右
の
非
歩
令
移
民
に
あ
、
b
ざ
る
一
一
切
の
移
民
を

42I移
民
と
云
ふ
。

門
註
回
一
〕
第
十
ゴ
憐
仰
の
規
定
は
千
九
百
二
十
七
年
七
月
一

H
よ
り
寅
施
の
筈
で
あ
っ
た
が
千
九
百
二
十
じ
年
三
月
四
日
の
法
律
に
よ

O
賓
施
を

千
九
百
二
十
八
年
四
月
一
日
主
で
更
に
千
九
百
二
十
八
年
一
ニ
泊
二
十
一
日
目
法
律
に
よ
り
再
度
之
を
延
期
し
千
九
百
二
十
九
年
四
月
米
国
上
院

に
於
て
該
規
定
の
停
止
叉
は
際
止
に
閲
し
て
感
な
る
討
議
が
行
は
れ
た
が
途
に
千
九
百
二
十
九
年
七
月
一
日
よ
り
賓
施
す
る
と
と
ふ
な
っ
士
。

門
紘
一
品
川
第
十
三
味
川
に
」
れ
ば
米
岡
市
民
』
な
る
こ

Z
E得

rる
外
岡
人
U
注
の
場
合
を
除
、
理
米
闘
に
入
闘
ナ
る
と
と
を
得
ず
。

仰

第

四

傑
(

b

)

(

d

)

若
は
(

e

)

項
の
規
定
に
よ
り
非
歩
合
移
民
と
し
て
入
園
し
得
る
者

山
門
前
記
(

d

)

に
依
り
入
国
し
得
る
移
民
白
一
妻
又
は
十
八
歳
未
満
の
未
婚
白
子
に
し
て
該
移
民
に
同
伴
し
又
は
呼
寄
せ

b
れ
た
る
者

mw
第
三
傑
に
定
め
た
る
移
民
に
非
ざ
る
者

回

米
国
に
於
げ
る
日
本
人
排
斥
は
、
千
九
百
二
十
四
年
の
移
民
法
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
の
で
は
な
く
、
由
来
す
る

ぜ
」
二
ろ
久
し
い
。
顧
ふ
じ
、
米
国
太
キ
洋
沿
岸
地
方
に
於
て
は
、

日
清
戦
争
前
よ
り
既
に
日
本
人
排
斥
の
聾
が
あ

っ
た
か
ら
、
帝
園
政
府
は
夙
に
米
国
行
移
民
に
制
限
を
加
へ
、
時
ぎ
し
て
は
全
く
差
止
め
た
こ
さ
も
ゐ
っ
た
位
で

あ
る
。
然
る
さ
こ
ろ
、
明
治
四
十
年
(
千
九
百
七
年
)
の
秋
に
至
h
，
、
米
国
政
府
よ
り
移
民
渡
航
禁
止
の
提
議
が
あ

っ
た
か
ら
、
帝
国
政
府
は
、
米
同
政
府
の
要
求
に
快
よ
く
鹿
や
る
こ
さ
に
よ
っ
て
、
米
国
に
於
て
、

日
本
人
の
正

時

言曲

米
国
移
民
法
の
吹
正
に
就
て

第
三
十
一
巻

1L 

第
一
務

1L 



時

E品

米
国
移
民
法
白
改
正
に
就
で

第
三
十
一
審

:JL 
凶

第
一
時
腕

九
四

嘗
な
る
国
民
的
戚
情
を
損
傷
す
べ
き
差
別
的
移
民
法
を
制
定
す
る
こ
さ
を
課
防
せ
ん
が
潟
、
同
年
来
以
来
.
紳
士

協
約
ざ
呼
ば
る
る
日
米
聞
の
了
解
に
よ
っ
て
、
米
国
行
移
民
に
大
な
る
制
限
を
加
へ
た
。
爾
来
帝
国
政
府
は
、
協

約
の
絶
て
の
規
定
を
最
も
E
確
且
忠
買
に
貫
行
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
米
国
政
府
の
希
望
せ
~
ざ
る
種
類
の
日
本
人

の
米
国
入
国
を
有
効
じ
阻
止
せ
ん
が
潟
、
米
同
政
府
さ
協
刀
し
て
我
が
圃
の
名
春
さ
雨
立
す
ぺ
き
一
切
の
手
段
を

講
や
る
に
杏
な
ら
ぎ
る
の
誠
意
を
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。
然
る
に
、
米
国
に
於
て
は
、
紳
士
協
約
を
以
て
し
で
は

充
分
に
日
本
人
排
斥
の
目
的
を
謹
す
る
E

}

ぜ
能
は
や
さ
し
て
、
支
那
人
同
様
米
国
々
法
を
以
て
禁
の
入
国
を
禁
止

せ
ね
ば
な
ら
ぬ
さ
主
張
す
る
者
が
次
第
に
多
く
な
り
、
還
に
、
米
岡
市
民
ぜ
な
る
こ
ぎ
を
特
ざ
る
外
国
人
の
入
園

禁
止
仁
闘
す
る
規
定
を
移
民
法
中
に
挿
入
し
、
帝
同
政
府
が
米
国
政
府
及
米
圃
人
の
希
望
に
副
は
ん
ご
し
て
執
り

来
っ
た
友
好
的
努
力
を
無
視
す
る
こ
之
さ
な
っ
た
。

今
千
九
百
二
十
四
年
の
移
民
法
成
立
じ
至
る
ま
で
の
差
別
的
立
法
的
経
過
を
見
る
に
、
千
九
百
十
三
年
及
千
九

百
十
五
年
の
雨
度
米
国
議
舎
を
通
過
し
、
営
時
の
大
統
領
即
も
前
者
に
あ
っ
て
は
タ
ア
ト
氏
、
後
者
に
あ
ザ
℃
は

ヲ
イ

w
y
y
y
氏
が
拒
否
し
た
移
民
法
案
じ
は
、
何
れ
も
米
国
市
民
さ
な
る
-
}
さ
を
特
ぎ
る
外
国
人
の
入
国
禁
止
に

闘
す
る
規
定
が
あ
っ
た
(
雨
大
統
領
が
桓
否
し
た
理
由
は
此
の
規
定
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
教
育
試
験
に
開

す
る
規
定
に
不
賛
成
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
)
。
千
九
百
十
七
年
五
月
の
移
民
法
の
原
案
に
も
同
一
規
定
が
あ
っ
た

が
.
常
国
政
府
が
厳
重
じ
米
同
政
府
の
注
意
を
喚
起
し
た
の
で
削
除
せ
ら
れ
た
。
千
九
百
二
十
一
年
の
移
民
法
に



は
右
に
一
五
ふ
差
別
的
規
定
が
な
か
っ
た
が
‘
千
九
百
二
十
三
年
十
二
月
米
凶
下
院
に
、
今
回
移
民
法
改
正
を
提
案

せ
ん
ざ
す
る
ジ
ヨ
シ

y
y
氏
が
提
出
し
た
移
民
法
案
に
は
、
又
も
や
同
一
規
定
が
あ
っ
た
。
営
時
米
国
々
務
長
官

.
ヒ
ュ
ー
ズ
氏
が
ジ
ョ
ン

y
y
氏
宛
の
書
翰
中
に
、
「
米
岡
市
民
さ
な
る
こ
ご
を
得
ぎ
る
外
国
人
の
入
国
禁
止
規
定
が

草
に
日
本
人
の
み
を
目
的
ざ
す
る
も
の
で
な
い
ぜ
排
疏
す
る
が
如
き
は
無
益
で
あ
る
。
何
ぜ
な
れ
ば
、
支
那
人
排

斥
法
及
支
那
人
以
外
の
亜
細
亜
人
に
適
用
す
て
き
禁
止
匝
域
仁
閲
す
る
移
民
法
の
規
定
は
依
然
存
績
す
る
ら
の
で

あ
る
か
ら
、
右
の
入
国
禁
止
規
定
の
貫
際
的
致
果
は
日
本
人
排
斥
に
蹄
着
す
る
」
て
一
再
ふ
た
通
り
、
賞
際
上
日
本

人
の
み
を
排
売
の
日
偲
ど
な
し
、
日
本
人
宏
、
米
副
人
が
劣
等
移
民
呼
は
L

り
す
る
商
欧
州
及
束
敵
制
移
民
以
下
仁

置
き
、
是
等
移
民
は
一
定
の
制
限
の
下
に
入
闘
を
許
し
な
が
ら
、
日
本
人
に
劃
し
て
は
、
其
の
入
闘
を
絶
割
に
禁

止
せ
ん
さ
す
る
の
で
あ
る
。
斯
か
る
差
別
的
待
遇
が
、
正
義
公
卒
の
観
念
ピ
雨
立
せ
今
、
又
圃
際
組
譲
の
遁
義
に

通
せ
ぎ
る
ど
こ
ろ
の
あ
る
こ
さ
は
明
で
あ
る
か
ら
、
日
本
人
は
奉
っ
て
差
別
的
立
法
の
非
を
難
詰
し
た
。
瞳
原
大

使
が
ヒ
ュ
ー
ズ
氏
に
奥
へ
た
書
翰
中
に
「
此
の
特
殊
保
項
を
合
h
u

怯
案
じ
し
て
成
立
を
見
ん
か
、
両
国
間
の
幸
一
隅

に
し
て
相
互
に
有
利
な
る
関
係
に
封
し
、
重
大
な
る
結
果
を
誘
致
す
ぺ
き
こ
さ
は
本
使
の
戚
知
せ
ざ
る
を
得
古
る

さ
こ
ろ
に
し
て
、
貴
官
も
亦
同
戚
な
る
を
信
す
る
も
の
な
り
」
さ
云
ひ
、
歴
史
的
じ
有
名
ざ
な
っ
党
「
重
大
な
る
結

果
」
事
件
を
惹
起
し
た
の
は
此
時
で
ゐ
る
。
大
使
の
書
翰
は
「
覆
商
の
威
嚇
」
を
合
h
u

も
の
で
あ
る
さ
云
ふ
非
難
が
出

て
、
事
態
営
悪
化
せ
し
め
、
米
圃
市
民
さ
な
る
こ
ど
を
待
ざ
る
外
国
人
入
幽
禁
止
規
定
を
合
む
移
民
法
集
は
、
千
九

時

3命

米
国
移
民
法
白
改
正
に
就
て

第
三
十
一
拳

九
五

第
一
説

タし
五



時

1品

米
国
移
民
法
白
吹
正
に
就
で

第
三
十
一
巻

:fL 
ノ、

第

f虎

九
六

百
二
十
四
年
五
月
十
七
日
大
多
数
を
以
て
雨
院
を
通
過
し
て
法
律
ざ
な
り
、
同
年
七
月
一
日
よ
り
質
施
せ
ら
れ
た
。

該
移
民
法
に
封
し
、
帝
国
政
府
は
直
ち
に
「
各
国
の
版
園
内
に
於
げ
る
移
民
入
国
の
制
限
及
取
締
が
園
家
固
有

の
主
権
内
に
属
す
る
こ
さ
は
必
に
之
を
否
定
せ
ん
ざ
す
る
も
の
に
ゐ
ら
や
。
然
れ

J
J

こ
も
右
擢
利
行
使
に
営

h
、
外

国
の
正
営
な
る
自
等
心
園
際
聞
の
了
解
又
は
鵡
譲
の
通
義
を
無
覗
し
、
外
闘
じ
劃
し
て
明
に
公
正
を
失
す
る
の
措

設
め
る
に
於
て
は
、
問
題

ω性
質
ご
し
て
、
回
よ
り
外
交
的
交
渉
及
解
決
に
訴
ム
る
こ
さ
を
得
、
さ
る
ぺ
か
ら
や
」

ザ
」
て
、
厳
粛
じ
米
国
政
府
に
抗
議
し
た
。
同
年
七
月
帝
同
議
曾
に
於
て
、
融
巾
原
外
相
は
「
本
件
立
法
が
既
成
の
事

買
さ
な
っ
た
さ
云
つ
で
も
、
到
底
本
問
題
は
終
了
せ
る
も
の
さ
は
認
む
る
こ

εは
出
来
ぬ
。
我
々
は
我
が
亙
嘗
な
る

主
張
が
満
足
を
得
ら
れ
ざ
る
限
り
、
我
が
抗
議
を
維
持
し
、
本
問
題
の
国
漏
な
る
解
決
の
潟
、
又
日
米
雨
園
聞
の

親
交
を
氷
遣
に
確
保
せ
ん
が
震
及
ぶ
限
り
努
力
す
る
畳
悟
で
あ
る
」
芝
草
明
し
、
爾
来
我
々
は
、
米
国
議
舎
及
米

同
人
が
反
省
し
て
是
正
の
迭
を
執
り
、
移
民
法
じ
闘
す
る
日
米
聞
の
問
題
が
固
荷
な
る
解
決
を
見
る
自
の
到
来
す

る
を
期
待
し
た
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
ジ
ョ
ン

y
ン
氏
が
、
差
別
的
待
遇
撤
農
を
目
的
ざ
す
る
移
民
法
改
正
案

を
速
か
ら
や
米
国
下
院
に
提
出
せ
ん
さ
す
る
の
は
、
米
国
議
曾
及
米
国
人
が
改
過
蓬
善
せ
ん
さ
す
る
徴
候
ご
し
て
、

-
日
米
雨
闘
の
震
に
大
に
喜
ぶ
さ
こ
ろ
で
あ
る

D

五

ジ
ョ
シ
ソ
ン
氏
の
移
民
法
改
正
案
の
内
容
は
未
だ
判
然
し
な
い
が
、
惇
ふ
る
ど
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
移
民
法
第
十



三
能
的
を
改
正
し
、
日
本
人
に
劃
し
て
、
欧
洲
移
民
三
同
様
第
十
一
健
制
の
歩
合
を
適
用
せ
ん
ざ
す
る
仁
あ
る
さ

う
で
あ
る
。
が
、
之
は
、
現
行
移
民
法
が
米
国
議
舎
の
問
題
ざ
な
っ
た
営
時
、
国
務
長
官
ヒ
ュ
ー
ズ
氏
が
タ
ヨ
ン

ソ
ン
氏
に
奥
へ
た
書
翰
中
に
暗
示
し
た
さ
こ
ろ
さ
軌
J

伊
ニ
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
営
時
ヒ
ュ
ー
ズ
氏
は
、
日
本
人

排
斥
規
定
を
不
必
要
ご
し
た
の
み
な
ら
十
、
之
を
削
除
す
る
こ
さ
を
以
て
劃
日
開
係
上
得
策
で
あ
る
さ
し
て
、
下

院
移
民
委
員
曾
に
於
て
審
議
中
で
あ
っ
た
ジ
ョ
ン
ソ
ン
法
案
第
十
僚
に
規
定
す
る
歩
合
を
、
欧
洲
移
民
同
様
日
本

人
じ
も
通
用
す
、
べ
送
、
こ
ご
そ
力
説
し
た
の
で
め
っ
た
が
、
六
午
後
の
今
日
に
歪
り
、
ジ
ョ
ン

y
ン
氏
は
漸
く
過
失
一

，jj
E
a
-
s
t
d
J

・・

れ

raは
じ
M
h一ーに

ヒ
ュ
ー
ズ
氏
の
意
見
に
従
ふ
亡
、
日
本
人
に
封
ず
る
差
別
的
待
遇
を
撤
藤
せ
ん
f
す
る
の
で
あ
ら
う
。

此
の
意
味
に
於
け
る
改
正
が
幸
に
成
立
す
る
さ
し
て
も
、
歩
合
移
民
ざ
し
て
米
国
に
入
国
し
得
る
日
本
人
の
数
は
、

一
箇
年
に
僅
々
百
数
十
名
に
過
ぎ
ぬ
け
れ
ど
も
、
移
民
法
成
立
営
時
、
帝
同
政
府
は
移
民
ざ
し
て
入
国
し
得
る
者

の
多
寡
を
問
題
ざ
し
た
の
で
は
な
い
。
人
積
的
偏
見
に
来
く
不
営
な
る
差
別
的
待
遇
じ
反
封
し
た
に
外
な
ら
ぬ
か

ら
.
米
国
議
曾
及
米
闘
人
が
、
師
偶
然
注
し
て
其
の
非
を
改
め
さ
へ
す
れ
ば
、
先
年
来
間
隔
し
て
ゐ
る
日
米
闘
係
の

改
善
は
不
可
能
で
な
い
で
あ
ら
う
。

f
」
ニ
ろ
が
、
第
十
三
俊
川
の
適
用
よ
り
日
本
人
を
除
外
し
、
第
十
一
俸
制
に
よ
っ
て
日
本
人
の
入
幽
を
律
す
る

こ
さ
は
、
質
行
が
容
易
で
あ
ら
う
が
。
惟
ふ
じ
、
支
那
人
同
様
米
幽
々
法
を
以
て
日
本
人
の
入
園
を
禁
止
す
汗
き

こ
さ
は
、
排
日
振
が
前
世
紀
末
以
来
主
張
し
た
さ
ニ
ろ
で
あ
っ
て
、
千
九
百
二
十
四
年
の
移
民
法
に
よ
っ
て
漸
く

時

百品

米
圃
移
民
法
D
吹
正
に
就
て

第
三
十
一
巻

九
七

第
一
波

7u 
七



時

E命

米
国
移
民
法
白
改
正
に
就
て

第
三
十
一
巻

:Ju 
i¥. 

第
一
務

九
i¥. 

其
の
目
的
を
達
し
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
、
該
移
民
法
J

笠
賞
施
し
て
六
年
に
過
ぎ
ぎ
る
今
日
、
排
日
振
は
、
彼
等

三
十
年
間
の
苦
心
ぎ
努
力
ヲ
ゼ
水
泡
に
蹄
せ
し
む
る
改
正
じ
異
議
な
く
賛
成
す
る
で
あ
ら
う
か
。
引
払
は
女
の
や

F

フ

な
理
由
で
、
反
封
論
の
起
る
こ
さ
を
懸
念
す
る
。

上
掲
ヒ

1
ユ
ズ
氏
の
意
見
殺
表
の
め
っ
た
さ
き
、
之
に
賛
成
し
た
者
が
少
く
は
な
か
っ
た
け
れ
ざ
も
・
等
し
く

米
岡
市
民
ぜ
な
る
こ
さ
な
特
ぎ
る
外
闘
人
で
あ
る
に
も
拘
は
ら
守
、
日
本
人
さ
他
の
亜
細
亜
人
さ
の
聞
に
差
別
的

待
遇
乞
錯
し
、
前
者
を
後
者
よ
り
有
利
の
地
位
に
mm
く
こ
さ
は
不
合
理
で
は
な
い
か
、
不
公
平
で
は
な
い
か
芯
い

ふ
理
由
の
下
に
、
猛
烈
な
る
反
劉
が
起
っ
て
、

ヒ
ュ
ー
ズ
氏
の
意
見
は
還
に
米
国
下
院
の
容
る
る
ご
-
」
ろ
ぎ
な
ら

な
か
っ
た
。
貫
際
の
ご
こ
ろ
、
日
本
人
を
歩
合
移
民
ご
し
て
入
国
を
許
し
て
も
、

一
箇
年
に
僅
々
百
家
十
人
に
過

ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
斯
く
少
数
日
本
人
の
入
国
は
殆
ん
ど
問
題
ざ
す
る
に
足
ら
ぬ
筈
で
ゐ
る
。
け
れ
ざ
も
、

旦
日
本
人
に
罰
し
て
入
同
禁
止
を
解
く
さ
き
は
、

一
般
車
細
亜
入
、
少
く
ご
も
支
那
人
よ
り
卒
等
待
遇
の
猛
烈
な

る
要
求
が
起
り
、
建
に
米
国
市
民
ざ
な
る
こ
さ
を
特
ぎ
る
外
国
人
の
入
国
禁
止
に
関
す
る
規
定
破
壊
の
端
を
啓
〈

虞
が
あ
る
さ
い
ふ
こ
之
が
、
反
針
の
理
由
さ
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
か
。
移
民
法
改
正
は
、
劃
目
的
に
は
賢
明
な
政

策
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

E
細

E
人
排
斥
が
米
国
の
国
策
ざ
な
っ
て
ゐ
る
今
日
|
|
其
の
是
非
は
別
論
ご
し
て
ー
ー
ー

一
般
輿
論
の
支
持
を
得
る
こ
さ
は
、
容
易
の
業
で
な
い
や
う
に
思
は
れ
る
。

右
の
・
次
第
で
あ
る
か
ら
、

ジ
ョ
ン
ソ
ン
氏
の
主
張
過
ち
移
民
法
の
改
正
が
行
は
れ
て
も
、

之
さ
同
時
に
、

干苛



国
政
府
の
協
力
を
求
め
て
、
新
に
日
本
人
の
入
闘
を
禁
止
す
る
別
種
の
方
法
を
詩
守
る
や
う
な
こ
芝
に
な
る
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。
在
は
斯
〈
疑
ふ
こ
さ
に
就
て
、
多
少
の
理
由
を
有
っ
て
ゐ
る
。

.... ，、

千
九
百
二
十
四
年
の
移
民
法
が
、
ム
ー
よ
り
六
年
前
米
国
に
於
て
大
問
題
ざ
な
っ
た
営
時
、
我
が
外
務
省
に
於
て
、

米
国
市
民
さ
な
る
こ
之
を
得
ざ
る
外
幽
人
の
入
幽
禁
止
規
定
に
罰
す
る
米
国
全
土
の
新
聞
の
態
度
じ
つ
い
て
調
査

し
た
さ
こ
ん
に
よ
れ
ば
、
右
規
定
の
目
的
即
ち
日
本
人
の
入
国
禁
止
そ
の
こ
三
に
反
劃
す
る
も
の
は
絶
無
で
あ
っ

た
。
常
時
日
本
人
の
入
同
禁
止
は
、
米
閣
の
一
部
政
治
家
じ
よ
っ
て
政
争
の
具
に
供
せ
ら
れ
た
の
じ
過
ぎ
な
い
の

で
あ
っ
て
、
決
し
て
米
国
人
会
悼
の
異
意
で
な
い
ご
云
ふ
賠
解
が
あ
り
、
今
日
に
於
て
も
宵
之
を
信
や
る
者
が
我

が
困
じ
ゐ
る
や
う
で
あ
る
げ
れ
ぎ
も
、
之
が
全
く
誤
解
に
基
い
て
ゐ
る
こ
さ
は
、
右
の
調
査
じ
よ
っ
て
明
で
あ
ら

ぅ
。
け
れ
ず
さ
も
、
日
本
人
の
入
国
禁
止
の
目
的
を
達
す
る
品
川
立
法
手
段
に
よ
る
ぺ
し
さ
す
る
米
国
議
舎
の
行
動
は
、

日
本
人
の
反
戚
を
桃
後
し
.
米
国
に
不
利
な
る
結
果
を
生
や
ぺ
し
ご
て
、
之
に
反
謝
し
た
新
聞
が
頗
る
多
か
っ
た
。

同
じ
く
外
務
省
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
東
部
諸
州
に
於
て
は
全
鱒
の
九
割
玉
分
、
中
西
部
諸
州
に
於
て
は
五
割
乃
至
六

割
、
南
部
議
州
に
於
て
は
五
割
、
日
本
人
が
多
く
、
従
っ
て
排
同
の
空
気
が
濃
厚
で
あ
る
西
部
諸
州
仁
於
て
す
ら
ニ

割
じ
上
つ
わ
ん
さ
う
で
あ
る
。
是
等
立
法
手
段
に
よ
る
入
国
禁
止
に
反
針
し
允
者
の
多
数
は
、
紳
士
協
約
を
改
正
し
、

日
本
政
府
を
し
て
日
本
人
の
渡
米
を
厳
禁
せ
し
む
る
こ
さ
に
よ
っ
て
、
充
分
目
的
を
達
し
特
る
こ
さ
を
指
摘
し
た

時

ーム潤附

米
同
移
民
法
の
改
正
に
就
て

第
三
十
一
拳

九
九

第

銑
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時

Z融

米
国
移
民
法
の
吹
正
に
蹴
て

第
三
十
一
血
管

一O
O

第

5虎

一0
0

の
で
あ
っ
た
。
所
詮
、
日
本
人
の
入
国
禁
止
さ
云
ふ
目
的
に
つ
い
て
は
寒
国
一
致
で
あ
っ
た
が
、
た
Y

此
の
目
的

を
達
す
る
手
段
に
関
し
て
、
米
国
の
輿
論
が
二
つ
に
岐
れ
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ク
1
y
ツ
ク
大
統
領
も
、
立
法
手
段
に
依
る
こ
さ
を
以
て
不
必
要
に
し
て
且
つ
悲
し
む
ぺ
き
こ
さ
で
あ
る
さ
考

へ
、
千
九
百
二
十
四
年
五
月
一
一
十
六
日
、
米
凶
議
曾
を
通
過
し
た
移
民
法
案
に
署
名
す
る
さ
同
時
に
愛
表
し
た
陳

通
宝
田
の
中
に
左
の
如
く
諜
明
し
た
。

五
口
人
は
永
年
日
本
主
の
聞
に
一
の
了
解
を
有
し
た
る
が
(
紳
士
協
約
を
指
す
|
|
筆
者
註
)
、
日
本
政
府
は
右
了

解
に
従
ひ
、
自
殺
的
に
得
働
者
の
米
国
渡
航
を
阻
止
す
る
の
手
段
を
採
り
来
れ
り
。
此
の
歴
史
的
関
係
並
に
右

閥
係
を
生
体
-
し
め
た
る
情
念
に
鑑
み
、
本
件
に
闘
し
引
績
き
日
本
の
客
ま
ぎ
る
協
力
を
得
、
以
て
不
必
要
な
る

法
律
制
定
よ
り
生
や
る
誤
解
の
素
悶
を
作
る
こ
さ
を
避
く
る
方
却
っ
て
良
好
な
る
結
果
を
賛
ら
し
、
且
移
民
の

賞
際
上
の
取
締
に
営
・
0

一
層
有
致
な
り
し
な
ら
ん
さ
思
惟
す
。

常
国
政
府
の
希
望
す
る
さ
こ
ろ
も
亦
誌
に
あ
っ
た
。
蓋
し
、
帝
国
政
府
は
、
米
国
々
法
を
以
て
入
闘
を
禁
止
せ

ら
る
る
こ
さ
は
、
日
本
人
の
罰
米
圃
民
的
戚
情
を
損
傷
す
る
の
虞
が
あ
る
か
ら
、
斯
か
る
事
態
の
後
生
防
止
を
目

的
ご
し
て
、
明
治
問
十
年
以
来
紳
士
協
約
に
よ
る
日
本
移
民
の
白
紙
渡
的
制
限
を
行
ひ
、
千
九
百
二
十
四
年
の
移
民

法
が
米
国
議
曾
の
問
題
ざ
な
っ
た
営
時
に
於
て
は
、
米
国
政
府
に
封
し
、
米
国
の
希
望
せ
ざ
る
種
類
の
日
本
人
の

米
副
入
刷
幽
を
有
数
に
阻
止
せ
ん
が
魚
、
紳
士
協
約
を
改
正
す
る
意
槽
で
あ
る
こ
さ
を
明
に
し
て
、
差
別
的
移
民
法



の
制
定
を
喰
止
め
ん
三
し
た
。

駐
日
米
国
大
使
で
あ
っ
て
、
千
九
百
二
十
四
年
の
移
民
法
成
立
営
時
僻
職
し
た

ヲ
ツ
ヅ
氏
は
、
日
本
政
府
は
不
名
血
管
な
る
差
別
的
規
定
の
成
立
佐
避
り
る
震
に
は
、
'
如
何
な
る
日
本
移
民
禁
止
傍

約
牝
hJ
さ
も
喜
ん
で
締
結
し
化
で
あ
ら
う
さ
れ
公
言
し
て
、
帝
国
政
府
の
言
ふ
さ
こ
ろ
に
裏
書
し
口
。

主
(
れ
以
来
今
日
ま
で
に
経
過
し
た
六
年
の
歳
月
は
、
ジ
ョ
ン

y
ン
氏
を
し
て
、
差
別
的
規
定
の
愚
劣
な
る
こ
ご

並
其
の
米
国
に
さ
丹
て
不
利
な
る
こ
ご
を
悟
ら
し
む
る
じ
充
分
で
あ
っ
北
、
排
日
振
の
急
先
鋒
で
あ
っ
た
氏
は
、
今

や
心
機
一
輔
、
移
民
法
h
f
e

改
E
し
て
、
日
本
人
に
脅
し
て
差
別
的
待
遇
を
撤
廃
す
る
の
念
務
で
あ
る
こ
ご
そ
叫
ぶ
や

う
に
な
っ
た
。
り
れ
百
も
.

一
般
輿
論
の
↑
賛
成
を
得
る
翁
じ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
移
民
怯
改
正
さ
夜
換
的
に
、
帝

国
政
府
仁
劃
し
て
、
渡
米
移
民
の
禁
止
的
取
締
に
閲
す
る
協
刀
を
再
ぴ
求
む
る
こ
ご
を
必
要
ざ
す
る
や
う
な
こ
さ

に
な
り
は
す
ま
い
か
。
上
越
の
通
h
ノ
、
立
法
手
段
に
よ
ら
や
、
日
本
政
府
の
協
力
に
よ
っ
て
、
日
本
人
の
入
国
禁

止
を
行
ふ
こ
さ
が
賢
明
な
政
策
で
あ
る
ご
考
へ
る
者
が
米
国
に
少
く
な
か
っ
た
上
に
|
|
現
在
に
於
て
も
、
由
来

る
こ
さ
な
ら
さ
う
し
む
い
ご
考
へ
る
者
が
あ
る
で
あ
ら
う

l
l、
従
来
帝
圃
政
府
は
、
米
闘
の
希
望
せ
が
る
種

類
の
日
本
人
を
強
て
米
国
に
逸
ら
ん
さ
欲
す
る
者
で
な
く
、

k
y
差
別
的
立
法
に
反
劃
し
た
に
過
ぎ
な
か
っ
化

ヨ
い
ふ
や
う
な
こ
さ
を
考
へ
て
見
れ
ば
、
移
民
法
改
正
反
罰
論
を
緩
和
す
る
然
、
右
の
や
う
な
要
求
の
出
る
こ
ぜ

は
あ
り
得
る
こ
さ
で
あ
る
さ
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
ら
ば
、
斯
か
る
場
合
じ
於
け
る
常
国
政
府
の
態
度
は
如
何
う

で
あ
ら
う
。
千
九
百
二
十
四
年
の
移
民
法
成
立
前
同
様
、
形
式
的
に
差
別
的
待
遇
が
廃
止
せ
ら
る
る
の
を
以
で
漏

時

E曲

米
国
移
民
法
の
改
正
に
就
て

第
三
十
一
血
管

O 

第
一
披

O 



時

言歯

米
圃
移
民
法
自
吹
正
に
就
て

第
三
十
一
巻

O 

第
一
競

。

足
す
る
で
あ
ら
う
か
。
私
は
之
に
就
て
全
く
知
る
さ
ニ
ろ
が
な
い
け
れ
ざ
も
、
察
す
る
ご
こ
ろ
、
帝
国
政
府
は
、

日
米
聞
の
友
好
的
協
調
を
無
遠
慮
に
破
壊
し
、
日
本
人
に
重
大
な
る
侮
辱
を
加
へ
た
米
幽
の
差
別
的
立
法
あ
っ
て

以
来
、
定
め
し
其
の
熊
度
を
一
慶
し
て
、
今
後
に
於
て
は
移
民
法
を
無
傑
件
に
改
正
し
て
、
日
本
人
を
欧
洲
移
民

f
」
全
く
平
等
に
待
遇
す
ぺ
き
こ
さ
を
要
求
す
る
の
で
あ
ら
う
。
そ
じ
て
、
帝
国
政
府
ざ
し
て
は
、
形
式
的
に
も
貰

質
的
に
も
差
別
的
待
遇
を
撤
履
す
ぺ
き
こ
さ
を
要
求
す
る
の
が
正
営
で
あ
っ
て
、
是
れ
が
日
米
懸
案
の
根
本
的
解

決
の
方
法
で
あ
る
さ
借
や
る
。

七

移
民
法
を
以
て
日
米
聞
に
暗
ま
れ
る
唯
一
の
未
解
決
の
問
題
ざ
し
て
、
之
さ
へ
我
々
の
希
望
通
り
解
決
が
出
来
、

差
別
的
待
遇
の
撤
騒
が
あ
れ
ば
、
他
に
雨
圃
聞
の
友
情
を
阿
隔
す
る
も
の
は
な
く
、
日
本
人
の
封
米
悪
戚
情
は
一

掃
せ
ら
れ
る
に
相
違
な
い
さ
云
ふ
者
が
あ
る
。
け
れ
ぎ
も
、
私
は
移
民
法
以
上
に
正
義
に
背
反
し
、
人
道
を
無
踊

す
ゐ
暴
風
争
の
あ
る
ニ
さ
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
然
ら
ば
、
暴
由
本
さ
は
何
で
ゐ
る
か
さ
云
へ
ば
、
千
九
百
十
三
年

八
月
十
日
よ
り
寅
施
せ
ら
れ
、
千
九
百
二
十
年
十
一
月
に
改
正
せ
ら
れ
た
加
州
土
地
法
を
始
め
、
米
国
の
西
部
諸

州
に
現
に
行
は
れ
て
ゐ
る
加
州
土
地
法
に
倣
ふ
た
土
地
法
は
是
で
あ
る
J

是
等
土
地
法
の
大
部
分
は
、
外
国
人
を
米
幽
市
民
乏
な
る
こ
さ
を
得
る
者
さ
然
ら
ざ
る
者
さ
に
分
ち
、
前
者
に

土
地
の
取
得
並
農
業
地
の
賃
借
を
許
す
に
反
し
、
後
者
例
へ
ば
米
国
市
民
さ
な
る
こ
さ
を
持
ぎ
る
日
本
人
に
封
し

ド

五



て
は
之
を
禁
止
し
、
適
法
に
入
国
し
、
是
等
土
地
法
を
有
す
る
諸
州
に
居
住
す
る
日
本
人
即
も
在
米
日
本
人
の
大

部
分
よ
り
、
彼
等
じ
さ
っ
て
最
も
有
殻
な
る
生
活
の
方
便
を
奪
ひ
取
る
も
の
で
あ
る

(
ワ
シ
ン
ト
ン
州
土
地
法
の

如
き
は
、
加
州
土
地
法
さ
少
し
く
異
な
り
、
外
国
人
を
米
園
市
民
さ
な
る
べ
き
意
思
表
示
を
錦
し
た
る
者
さ
然
ら

5
る
者
さ
に
分
も
、
土
地
の
取
得
等
じ
閲
し
て
雨
者
の
聞
に
差
別
的
待
遇
を
潟
す
'
』
さ
を
目
的
注
す
る
の
で
あ
る
。

米
国
市
民
さ
な
る
ぺ
き
意
思
表
示
を
錯
し
た
る
者
は
、
最
早
純
然
記
る
外
国
人
で
は
な
く
、

一
歩
米
国
市
民
仁
近

づ
い
だ
者
で
あ
る
か
ら
、
彼
等
さ
米
岡
市
民
ご
な
る
ぺ
注
意
思
表
示
を
潟
き
す
る
外
国
人
1
1
4
A岡
市
民
三
な
る

こ
ぜ
そ
特
4
U

外
国
人
に
し
て
米

r米
岡
市
民
ご
な
ゐ
川
、
注
意
思
表
示
栓
錦
ち
Y

る
者
波
米
岡
市
民
ど
な
る
こ
芯
セ

得
ぎ
る
者
さ
を
合

h
u
l
l
さ
を
匝
別
し
、
実
の
閉
じ
土
地
の
取
得
等
に
閲
し
て
差
別
的
待
遇
を
魚
す
噌
国
さ
は
、
幾
分

理
由
の
あ
る
二
さ
で
あ
ら
う
。
之
に
反
し
て
、
加
州
土
地
法
投
之
を
全
く
模
倣
し
て
作
っ
た
土
地
法
じ
於
り
る
が

如
〈
、
外
国
人
を
米
岡
市
民
さ
な
る
こ
さ
を
特
る
者
三
然
ら
ざ
る
者
さ
に
匝
別
し
、
其
の
聞
に
差
別
的
待
遇
を
届
却
す

こ
ご
は
、
合
理
的
で
な
い
ず
』
云
は
お
ば
な
ら
ぬ
。
此
酷
に
閲
し
て
は
従
来
車
見
を
爆
次
公
に
し
て
ゐ
る
か
ら
韮
に
之

を
繰
返
す
こ
さ
を
避
げ
る
〕
。
是
等
の
土
地
法
が
、
如
何
に
在
米
日
本
人
の
主
要
事
業
化
る
農
業
に
重
大
打
撃
を
加

へ
た
か
は
、
今
夏
説
明
す
る
こ
さ
を
要
せ
臥
で
あ
ら
う
。
加
州
土
地
法
貫
施
せ
ら
れ
て
よ
り
誌
に
約
一
一
十
年
、
米
国

市
民
権
ど
有
し
、
土
地
法
の
通
用
を
受
け

5
る
日
本
人
の
増
加
し
た
る
今
日
、
土
地
法
賓
施
営
時
さ
は
大
分
事
情

が
謹
化
し
た
り
れ
ど
も
、
向
在
米
日
本
人
を
苦
し
な
る
悪
法
で
あ
る
さ
云
は
ざ
る
を
特
な
い
。

時

言歯

米
圃
移
民
法
の
改
正
に
就
て

第
三
+
一
巻

一O
三

第
一
就

一o=
一



時

1曲

米
国
移
民
法
白
改
正
に
就
で

第
三
十
一
巻

一O
四

第
一
披

一O
四

加
州
土
地
法
の
制
定
は
、
営
時
米
同
政
府
が
一
耳
ふ
が
剥
く
、

「
全
然
解
梼
的
に
し
て
農
業
経
替
上
の
競
宰
を
避

け
ん
さ
す
る
加
州
人
民
が
見
て
以
て
同
州
に
存
在
す
さ
せ
る
特
殊
の
艦
擁
事
情
に
基
く
」
も
の
で
は
な
い
。
我
が

政
府
が
抗
議
書
中
に
力
説
し
た
如
〈
、
不
公
平
に
し
て
故
意
に
人
緒
的
差
別
を
設
〈
る
も
の
で
あ
る
の
み
な
ら
す
、

他
の
土
地
法
之
さ
も
に
、

「
紹
て
の
人
は
卒
等
な
り
。
彼
等
は
造
物
主
に
よ
っ
て
一
定
の
奪
ふ
ぺ
か
ら
さ
る
纏
刺

を
賦
輿
せ
ら
る
」
る
も
の
さ
な
し
、
生
命
自
由
幸
一
帽
の
追
求
を
是
等
樺
利
の
一
一
部
注
す
る
米
国
濁
立
宣
言
の
精
神

を
探
醐
す
る
も
の
で
な
く
て
何
で
あ
ら
う
。
更
に
、
加
州
土
地
法
は
同
州
憲
法
第
一
僚
の
胃
頭
に
掲
ぐ
る

組
て
の
人
は
生
れ
な
が
ら
に
し
て
自
由
且
猪
立
に
し
て
一
定
の
奪
ふ
ぺ
か
ら
ざ
る
権
利
を
有
す
。
生
命
及
自
由

を
享
有
且
防
禦
し
、
財
産
を
取
得
所
有
保
護
し
、
安
全
三
幸
一
珊
ご
を
追
求
獲
得
す
る
が
如
き
は
却
も
是
な
h
ノ。

ご
云
ふ
大
原
則
に
背
反
す
る
も
の
で
あ
る
こ
さ
は
、
論
や
る
迄
も
な
い
こ
さ
で
あ
ら
う
。
従
っ
て
、
米
国
人
中

日
本
人
の
入
国
禁
止
を
正
営
で
あ
る
芝
す
る
者
で
も
、
加
州
土
地
法
が
正
義
人
道
に
反
し
、
旦
上
記
の
濁
立
宣
言

及
加
州
憲
法
に
違
反
す
る
こ
ご
を
認
め
、
其
の
撤
廃
を
主
張
す
る
者
が
少
な
か
ら
や
め
る
の
で
あ
る
。

千
九
百
十
三
年
八
月
二
十
六
日
、
米
国
政
府
へ
提
出
し
た
奮
加
州
土
地
法
に
関
す
る
我
が
政
府
の
第
三
回
抗
議

書
の
末
尾
に
、
左
の
一
節
が
あ
る
。

現
下
の
宰
議
は
専
ら
現
に
適
法
に
米
国
内
に
在
住
し
又
は
現
行
法
規
の
範
圏
内
に
於
て
鼎
来
週
法
に
在
住
す
る

こ
定
ゐ
る
ぺ
き
日
本
国
臣
民
の
待
遇
如
何
の
問
題
に
闘
す
。
而
し
て
上
に
遁
ぷ
る
如
き
帝
闘
臣
民
の
閲
す
る
限

-wp
芯

f
t
t
J
Z色

k'



り
帝
国
政
府
は
之
に
劃
し
公
平
じ
し
て
均
等
な
る
待
遇
を
要
求
す
る
も
の
な
り
。
従
て
本
件
の
問
題
化
る
不
嘗

に
し
て
嫌
忌
す
ぺ
き
差
別
的
待
遇
に
服
従
す
る
能
は
.
ざ
る
は
勿
論
有
も
現
事
態
の
存
績
す
る
限
り
本
問
題
は
決

し
て
解
決
せ
ら
れ
た
る
も
の
に
あ
ら
や
ず
』
認
む
る
も
の
な
り
。

誠
に
其
の
通
り
で
あ
る
。
移
民
法
同
様
、
加
州
土
地
法
を
始
め
其
の
他
の
土
地
誌
に
闘
し
で
も
、
不
営
な
る
差

別
的
待
遇
は
、
依
然
ご
し
て
存
績
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
土
地
法
問
題
も
移
民
法
問
題
同
様
終
了
し
た
も
の

J
P
-

認
む
る
こ
ご
を
得
な
い
。
幸
に
移
民
法
の
改
正
が
行
は
れ
で
も
、
加
州
を
始
め
西
部
諸
州
が
各
英
の
土
地
法
を

改
正
し
て
、
差
別
的
待
過
を
撤
膳
せ
ざ
る
限
り
、
日
米
圃
交
の
根
本
的
改
善
を
説
く
こ
ど
は
前
早
で
あ
る

3

A 

在
は
前
一
歩
を
進
め
て
論
壱
ね
ば
な
ら
向
。

加
州
土
地
法
等
に
於
て
、
外
国
人
を
米
岡
市
民
芯
な
る
こ
ご
営
品
川
る
者
さ
然
ら
ぎ
る
者
さ
に
分
+
り
、
後
者
に
属

す
る
日
本
人
じ
土
地
の
取
得
‘
農
業
地
の
賃
借
を
禁
止
し
得
る
の
は
、
日
本
人
が
米
国
蹄
化
法
上
蹄
化
能
力
を
有

た
ぬ
か
ら
で
ゐ
る
。
米
副
移
民
法
に
於
て
、
外
国
人
を
米
岡
市
民
さ
な
る
こ
ど
を
得
る
者
さ
然
ら

5
る
者
さ
に
分

も
、
前
者
仁
属
す
る
欧
洲
移
民
に
は
一
定
の
制
限
の
下
じ
入
国
を
許
し
な
が
ら
、
日
本
人
に
は
移
民
ご
し
て
の
入

園
を
絶
割
に
禁
止
し
得
る
の
も
亦
、
日
本
人
が
開
化
能
力
を
有
化
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
米
国
議
舎
に
於
て
.
米
国
市

民
さ
な
る
こ
さ
を
得
ざ
る
外
国
人
卸
も
日
本
人
の
子
に
し
て
米
国
生
れ
の
者
に
市
民
権
を
典
へ
や
、
日
本
人
を
紹

時

Z命

米
国
移
民
法
白
改
一
止
に
就
て

第
三
十
一
巻

一O
五

第

披

一O
五



時

言曲

米
国
移
民
法
の
改
正
に
就
て

第
三
十
一
血
管

一O
六

第
一
波

一O
穴

勢
に
排
斥
す
る
こ
さ
を
目
的
ざ
す
る
米
園
憲
法
補
則
第
十
四
傍
第
一
項
の
改

E
が
問
題
ぜ
な
る
の
も
亦
、
日
本
人

が
蹄
化
能
力
を
有
た
ぬ
こ
さ
に
開
係
が
あ
る
の
で
あ
る
。
果
し
て
然
ら
ば
、
米
国
師
化
誌
の
「
本
章
の
規
定
は
之

を
自
由
な
る
白
人
た
る
外
国
人
及
阿
弗
利
加
入
披
其
の
所
生
た
る
外
国
人
に
適
用
す
L

f

」
云
ふ
日
本
人
に
封
し
て

掃
化
能
力
を
認
め
内
規
定
が
、
日
本
人
に
さ
つ
で
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
排
斥
の
根
本
原
因
さ
な
る
の
で
あ
る
。
さ

う
で
あ
ゐ
ざ
す
れ
ば
、
排
日
防
止
の
抜
本
寒
源
の
方
策
ざ
し
て
は
、
右
師
化
法
の
改
正
一
か
行
は
れ
て
、
師
化
に
開

し
て
日
本
人
ぜ
蹴
洲
人
等
之
の
間
仁
行
は
あ
る
差
別
的
待
遇
が
撤
底
せ
ら
あ
る
こ
ご
が
必
要
で
あ
る
。

踊
化
法
の
改
正
が
あ
れ
ば
、
日
本
人
入
国
問
題
は
移
民
法
第
十
三
傑
例
に
手
を
欄
れ
や
し
て
ス
ラ
/
¥
さ
解
け
、

其
の
他
あ
ら
ゆ
る
排
日
問
題
の
根
本
的
解
決
を
見
る
ζ

さ
さ
な
り
、
韮
に
始
め
て
日
米
両
国
民
間
の
融
和
を
賞
現

し
、
心
か
ら
の
親
善
を
期
し
得
る
で
あ
ら
う
。

Y

1
ズ
グ
ェ

Y
ト
氏
も
大
統
領
允
り
し
営
時
此
賠
に
心
附
き
、
在

米
日
本
人
問
題
の
根
本
的
解
決
の
潟
、
蹄
化
法
を
改
正
し
て
、
日
本
人
に
蹄
化
能
力
を
認
む
る
の
必
要
あ
る
こ
さ

を
主
張
し
た
。
奮
加
州
土
地
法
が
、
日
米
南
国
聞
に
重
要
な
る
交
渉
問
題
を
惹
起
し
た
営
時
、
帝
国
政
府
に
於
て

も
此
賠
を
米
国
政
府
に
指
摘
し
て
、
業
の
深
甚
な
る
考
慮
を
求
め
た
こ
さ
が
あ
る
か
ら
、
左
仁
、
大
正
二
年
六
月

四
日
附
帝
国
政
府
勢
米
抗
議
書
の
一
節
を
掲
出
し
て
、
筆
を
摘
〈
。

抑
も
日
本
臣
民
は
米
国
々
籍
を
取
得
す
る
能
は
十
さ
せ
る
米
国
々
法
の
規
定
は
、
日
本
政
府
及
人
民
の
快
さ
せ

ざ
る
所
に
有
之
、
是
れ
右
規
定
の
根
底
に
幡
る
忌
は
し
き
人
種
上
の
差
別
が
、
自
然
に
彼
等
の
閏
民
的
自
負
心



を
損
傷
す
る
も
の
ゐ
る
が
故
に
有
之
候
。
唯
だ
蹄
化
の
問
題
た
る
圃
内
政
治
の
問
題
に
し
て
、
園
際
政
治
の
問

題
に
あ
ら
、
ざ
る
が
故
に
、
右
の
差
別
が
純
然
た
る
政
治
上
の
樺
利
に
の
み
適
用
せ
ら
る
る
限
り
、
帝
国
政
府
は

本
問
題
に
閥
し
米
国
政
府
に
退
る
ぺ
き
何
等
の
機
曾
な
か
り
し
も
、
本
件
の
場
合
に
於
け
る
が
如
く
、
右
の
差

別
が
他
闘
の
人
民
に
は
自
由
に
賦
輿
せ
ら
れ
居
る
な
樺
伝
.
日
本
剛
氏
よ
り
概
奪
す
る
の
目
的
に
使
用
せ
ら
る

る
に
及
び
で
は
、
帝
国
政
府
た
る
も
の
荷
風
の
好
誼
親
善
の
闘
係
に
顧
み
、
本
来
不
精
確
仁
し
て
且
読
解
を
相

き
易
き
期
の
人
種
上
の
差
別
た
る
‘
決
し
て
在
樺
享
有
上
の
差
別
を
設
く
る
の
正
営
な
る
理
由
を
供
す
る
も
の

仁
ゐ
ら
や
芯
確
信
す
る
所
以
官
、
中
拙
十
直

ι表
明
ゼ
、
九
二
内
刊
ら
ざ
る
次
第
じ
有
之
候

時

言自I

米
国
移
民
法
白
改
正
に
就
て

第
三
十
一
容
a

一O
七

第

量t

一O
七


